
 

 

乗務員（運転士・車掌）の制帽着用の省略について 

 
  ２０２４年８月５日 

 
 
 

ＪＲ四国では、近年の気候変動による気温上昇やクールビズの浸透等の社会情勢の変化を踏ま

え、乗務員（運転士・車掌）の熱中症対策や快適性向上等の働きやすさ改善を目的として、制帽

の着用を一部省略できることとします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
１ 実施概要 

運転室周辺において、運転操縦時及びお客様対応時に乗務員が制帽の着用を省略させていた

だくことがございます。 
 

２ 期  間 

  ２０２４年８月９日（金） ～ ２０２４年１０月３１日（木） 
  ※２０２５年度以降、毎年５月１日から１０月３１日までを制帽着用の省略期間とします。 

 
３ 対 象 者 

  全乗務員（運転士・車掌） 
 
４ イメージ 


